
（1名分）

○工具等 更新日：2025.3.11
チェック欄 寸法又は規格 数量 備考

180mL程度 3 空き缶など(色合わせ用）

3 下げ缶(塗装用）

80mm以上 1 シーラー用(ダスター刷毛は不可）

40mm以上90mm以下
2

水性用
（金巻刷毛および目地刷毛は使えません）
はけの種類は平ばけと筋かいばけのいずれ
でも可
※人形ばけ等の毛の厚みが薄いものは使用
不可

25mm～35mm 5
水性用だみ分け
※人形ばけ等の毛の厚みが薄いものは使用
不可

15mm程度又は9mm程度 5
水性用すみ切り
※人形ばけ等の毛の厚みが薄いものは使用
不可

100mm～200mm 1
調整済みですぐ使えるへら（木・金属・プラス
チック製のいずれでもよい）

25mm～35mm 1 木べら又は金べら

1 清掃用

1

手ぬぐい程度の大きさ 適宜

塗料等の調合・かくはん用 適宜
割りばしでもよい
刷毛の代用は不可

ポリマスカー等 適宜 床養生、その他の養生ができるもの

1 養生用

1 皮すき又はマイナスドライバー等

1m以下(検定済のもの） 1
JISマーク付きのもの　線引き用定規として使
用可

1m程度 適宜

1 半径160mmの円が描けるもの

幅18mm程度 1

適宜 調色試し塗り用

幅100mm程度　中毛のもの 1
課題2　上塗り用　スモールローラー可
ハンドルを含む

1 塗料をこすもの

ラワン合板への塵・埃の付着防止のた
め、ラワン合板の床直置きを避けられるも
の

適宜 課題2用

1
パテ・塗膜等の乾燥促進用　手動で扇ぐもの
に限る

ズボンは長ズボンに限る 一式 作業帽及び作業靴を含む

手袋 適宜 軍手でも可

適宜
試験中に出た汚水等を受検者が持ち帰るの
に使用するもの　必ず持参すること

受検企業
当たり１

必ず持参すること

受検企業
当たり１

必ず持参すること

適宜 熱中症対策、水分補給用

1 コピーしたものは不可

当協会から交付した原本
 ※試験結果が出るまでは処分しないこ
と。

1 コピーしたものは不可

鉛筆（HBに限定）　消しゴム等 一式

調合用へら

83　【随時2級　建築塗装作業】

課題１について、千葉県では「多孔質ローラーブラシ塗り作業」による試験を実施します。

品名

容器

平刷毛又は筋かい刷毛

平刷毛又は筋かい刷毛

筋かい刷毛

パテ用へら

小板

ダスタ―刷毛

手定盤

ウエス

かくはん棒

養生用具

マスキングテープ

カッター又はハサミ

ペイント缶のふたを開けるもの

測定用ものさし

線引き用定規

コンパス

※既定の寸法どおりのものをお持ちください。また必要に応じて予備も持参してください。

　千葉県での受検では下記のものを人数分必ず持参して下さい。

「実技試験問題に『支給材料』『使用工具等』と書かれているもののうち、持参が必須のものの案内です」

筆記用具

ローラーブラシ

ろ過用具

平面用作業台

うちわ等

作業服等

ふた付きバケツ又は
ペール缶

残塗料廃棄用容器

ウエス廃棄用容器

飲料

受検票

実技問題

実技試験 準備品リス


